
◆�

受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
は
、
次
の
点

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①�

入
院
す
る
と
き
は
、
加
入
し
て
い
る
健

康
保
険
か
ら
『
限
度
額
適
用
認
定
証
』

ま
た
は
『
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
』
の
交
付
を
受
け
、
保
険

証
・
受
給
者
証
と
一
緒
に
病
院
の
会
計

窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②�

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
な
ど
か
ら

『
高
額
療
養
費
、
高
額
介
護
合
算
療
養

費
お
よ
び
災
害
共
済
給
付
金
』
の
支
給

が
あ
っ
た
と
き
は
、
必
ず
年
金
・
長
寿

医
療
グ
ル
ー
プ
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

③�

学
校
や
保
育
所
な
ど
の
管
理
下
で
負
傷

し
て
、
医
療
機
関
な
ど
で
受
診
し
た
と

き
（
医
療
費
総
額
が
５
千
円
以
上
）
は
、

学
校
な
ど
を
通
じ
て
申
請
す
る
こ
と
に

よ
り
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ

振
興
セ
ン
タ
ー
の
災
害
共
済
給
付
が
適

用
さ
れ
ま
す
の
で
、
受
給
者
証
は
使
用

し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
受
給
者

証
を
使
用
し
災
害
共
済
給
付
が
適
用
さ

れ
た
と
き
は
、
必
ず
年
金
・
長
寿
医
療

グ
ル
ー
プ
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

※�

平
成
28
年
１
月
以
降
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
の
開
始
に
伴
い
、
各
医
療
費
助
成

制
度
に
お
い
て
も
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
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問
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年
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医療費助成制度のお知らせ
　次の要件に該当する方は、年金・長寿医療グルー
プまたは各支所で申請し、受給者証の交付を受けて
ください。
　なお、すでに受給者証の交付を受けている方は、
あらためて申請する必要はありません。

重度心身障害者医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度

乳 幼 児 等 医 療 費 助 成 制 度

◎助成が受けられる要件（次の全ての要件を満たす方）
①市内に住民登録があり健康保険に加入している方
②次のいずれかの障がいのある方
・�身体障害者手帳の交付を受けており、身体障害者
障害程度等級表１級、２級または３級の内部障害
（心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若し
くは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫若しくは肝臓の機能の障害のみ）に該当する方

・�知的障がいがあり、Ａ判定の療育手帳の交付を受
けている方。またはＩＱが50以下と判定（診断）
された方

・�精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障
害等級の１級に該当する方

③主たる生計維持者の所得が制限額以内である方
※�65歳以上の方は、一部の知的障がいのある方を除
き、後期高齢者医療制度への加入が条件となりま
す。

◎負担内容

一般世帯
一割負担
通院：月12,000円まで
入院：月44,400円まで

３歳未満または
住民税非課税世帯

初診時に一部負担金
医科580円、歯科510円
柔道整復・鍼灸�270円

※�精神障がいのある方は、入院を除く医療費のみ助
成します。

◎手続きに必要なもの
健康保険証、印鑑、障がいの程度が確認できる手帳
または判定（診断）書、主たる生計維持者や対象者
の所得課税証明書（公簿確認できる場合は不要）

◎助成が受けられる要件（次の全ての要件を満たす方）
①市内に住民登録があり健康保険に加入している方
②家庭の状況が次に該当する方
・�母、父親…ひとり親家庭などの親で20歳未満の児
童を扶養または監護している方

・�児童…上記に該当する親に扶養・監護されている
20歳未満の児童または両親の死亡、行方不明など
により他の家庭に扶養されている20歳未満の児童
③主たる生計維持者の所得が制限額以内である方
◎負担内容

一般世帯
一割負担
通院：月12,000円まで
入院：月44,400円まで

�３歳未満または
住民税非課税世帯

初診時に一部負担金
医科580円、歯科510円
柔道整復・鍼灸�270円

※�親は、入院と指定訪問看護にかかる医療費のみ助
成します。
◎手続きに必要なもの
健康保険証、印鑑、主たる生計維持者や対象者の所
得課税証明書（公簿確認できる場合は不要）

◎助成が受けられる要件（次の全ての要件を満たす方）
①市内に住民登録があり健康保険に加入している方
②中学校就学前の12歳以下の方
③主たる生計維持者の所得が制限額以内である方
◎負担内容

一般世帯
一割負担
通院：月12,000円まで
入院：月44,400円まで

�３歳未満または
住民税非課税世帯

初診時に一部負担金
医科580円、歯科510円

※�小学校就学中の児童は、入院と指定訪問看護にか
かる医療費のみ助成します。
◎手続きに必要なもの
健康保険証、印鑑、主たる生計維持者の所得課税証
明書（公簿確認できる場合は不要）

〔若草・新生・桜木・
片倉・富士・千歳地区〕
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